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平成２９年五所川原市教育委員会第４回定例会議決結果表 

 

議 案 番 号       提 案 年 月 日            件              名 議 決 年 月 日            結  果 

議案第２０号 平成２９年４月２７日 五所川原市社会教育委員の決定について 平成２９年４月２７日 原案承認 

議案第２１号 平成２９年４月２７日 五所川原市立図書館協議会委員の決定について 平成２９年４月２７日 原案承認 

議案第２２号 平成２９年４月２７日 五所川原市文化財保護審議会委員の決定について 平成２９年４月２７日 原案承認 

議案第２３号 平成２９年４月２７日 五所川原市教育支援委員会委員の決定について 平成２９年４月２７日 原案承認 
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平成２９年五所川原市教育委員会第４回定例会会議録 

日時：平成２９年４月２７日（木） 午後３時００分開会 

場所：五所川原市中央公民館 ２階 第３会議室 

 

◎議事日程  

  第 １ 開会 

 第 ２  会議録署名委員の指名 

第 ３ 会期の決定 

  第 ４ 前回会議録の承認（第３回定例会） 

  第 ５ 教育長の報告 

  第 ６ 付議案件 

１ 議案第２０号 五所川原市社会教育委員の決定について 

２ 議案第２１号 五所川原市立図書館協議会委員の決定について 

３ 議案第２２号 五所川原市文化財保護審議会委員の決定について 

４ 議案第２３号 五所川原市教育支援委員会委員の決定について 

 第 ７ 報告事項 

     １ 旧毘沙門小学校の財産の引継ぎについて 

第 ８ その他 

１ 県費負担教職員の義務違反等に関する措置の状況について 

     ２ 問題行動で指導した児童生徒数と不登校の児童生徒数について 

     ３ 走れメロスマラソン大会について 
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◎出席教育長及び委員（５名） 

                                教育長                     長 尾 孝 紀 

                     １番                   阿 部 育 也 委員 

２番            丁子谷      悟 委員 

                                                            ３番                    木 村 吉 幸 委員 

                                ４番                       三 潟 洋 生 委員 

 

◎説明のため出席した職員（７名）                                                                               

                                                                          教育部長  寺 田 建 夫 

                             教育総務課            課長 川 浪 生 郎 

                             社会教育課                  課長  夏 坂 泰 寛 

文化スポーツ課            課長 葛 西   一 

                               指導課            課長 吉 田 英 人 

学校給食センター            所長 中 谷 吉 範 

図書館            館長 櫛 引 松 三 

 

◎職務のため出席した職員（１名）                                                                         

                                                     教育総務課                    課長補佐 古 川   憲 

 

 

◎開 会 

○教育長 

    本日の出席は、私ほか委員が４名、定足数に達しております。これより平成２９年五所川原市教育委員会第４回定例会を開会

いたします。 

 

◎会議録署名委員の指名 

◯教育長 

日程第２、会議録署名委員の指名に入ります。会議録署名委員は、委員会会議規則第１７条第２項の規定により教育長が指名
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とありますので、私の方から指名いたします。１番 阿部委員、３番 木村委員にお願いいたします。 

 

 

◎会期の決定 

◯教育長 

日程第３、会期についてお諮りいたします。会期は本日一日としたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

◯教育長 

ご異議なしと認めます。よって、会期は本日一日とすることに決定いたしました。 

 

 

◎前回会議録の承認（第３回定例会） 

○教育長 

    日程第４、前回の会議録の承認についてでありますが、ご異議なければ承認したいと思います。 

 

    （異議なしの声あり） 

 

○教育長 

  ご異議がないようですので、第３回定例会の会議録を承認することに決しました。 

 

 

◎教育長の報告 

○教育長 

    それでは日程第５、教育長の報告に入ります。 

私から３点お話しいたします。最初に昨年４月定例会の教育長報告の中で、市内の全児童生徒数が初めて４，０００人を切り、

３，９４３人となったことをお知らせしましたが、今年度は４月１日現在で３，６９３人となり、昨年度に比べて２５０人減少
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しております。南小学校の児童数が２４２人ですので、その減少数の大きさが分かるかと思います。また、昨日、青森県教育委

員会から高校再編計画の案が示され、西北では、金木・鶴田・板柳高校が五所川原工業高校に統廃合されるという厳しい結果が

でました。それだけ西北地区の児童生徒数の減少率が他地区に比べて大きいということです。 

  二つ目として、毎年、五所川原市の全教職員を対象に実施している全員研修会を４月１３日に開催しました。平成２９年度の

五所川原市学校教育指導の方針と重点及び「ＧＯＡＬ」に基づく授業づくりについて理解を深めると共に、６学区で行われてい

る学区教育研究会の事例発表と外部への対応力向上のための研修を通して、教職員の専門性と資質の向上を図ることを目的に開

催しております。その中で指導課からは、五所川原市教育委員会が取り組んでいる「ＧＯＡＬ」に基づく授業づくりについて、

「学習指導要領等の改善の方向性」「ＧＯＡＬとは何か」「ＧＯＡＬに基づく授業づくりの留意点」などについてパワーポイン

トを使って詳しく説明がありました。最後に、「市内小中学校において、格差のない学力向上の取組を実践する」「市内の全小

中学校が一丸となって子供達の学力向上に務める」ためには、教師自身が「一人一人の子供が主体的・対話的で深い学びを通し

て確かな学力を確実に身に付けることができるよう、アクティブラーニングの視点からの不断の授業改善に努めることである」

とまとめております。なお、先日４月２５日には、教頭及び研修主任に対して「校内研究推進協議会」を開催し、より具体的な

進め方についても説明しております。 

  三つ目として、４月１２日に青森県教育委員会が主催して開催されました「市町村教育委員会教育長会議」について、県教育

長の説明資料を配布しております。２ページ目には、青森県教育施策の方針と教育振興基本計画を掲げ、３ページ目には、２９

年度の施策の柱となる「学ぶ意欲や主体的に探究する力の向上」「子どもを守り支え安心して学べる教育環境づくり」「地域の

多様な教育資源の活用による地方創生」の三つを掲げています。県教育長からは、４ページにあります「平成２９年度のいじめ

防止等の取組」の中で、スクールカウンセラーの事業を拡充し、県内全ての中学校に派遣すること、ＳＮＳ等を介したいじめ等

の生徒指導上の問題の早期発見、早期解消を図るため、各学校で「ハートフルリーダー」を指名し、子供達が安心して学べる環

境づくりを推進するために、今年度新たに「ハートフルリーダー等研修事業」に取り組むことを説明しておりました。その他、

今年度の青森県教育委員会の主要施策について掲載されておりますので、後ほどご覧いただきたいと思います。私からは以上で

す。 

 

 

◎付議案件 

○教育長 

日程第６、付議案件に入ります。議案第２０号「五所川原市社会教育委員の決定について」、担当課より説明をお願いします。 
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○社会教育課長 

議案第２０号 五所川原市社会教育委員の決定について、議案書を基に説明する。 

 

○教育長 

 只今の説明に、ご質問等ございませんでしょうか。 

 

（なしの声あり） 

 

○教育長 

それでは、議案第２０号 五所川原市社会教育委員の決定について、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

○教育長 

異議なしと認め、議案第２０号は原案のとおり承認することに決しました。 

 

〇教育長 

それでは次に、議案第２１号「五所川原市立図書館協議会委員の決定について」、担当課より説明をお願いします。 

 

〇図書館長 

議案第２１号 五所川原市立図書館協議会委員の決定について、議案書を基に説明する。 

 

○教育長 

  図書館長からの説明にもありました通り、委員は１５名以内となっておりますが、前回から２名が辞退したため今回は１３名

を推薦しています。あと２名推薦できますので、適当な方がおりましたら今後の定例会で推薦していただきたいと思います。 

 只今の説明に、ご質問等ございませんでしょうか。 

 

（なしの声あり） 
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○教育長 

それでは、議案第２１号 五所川原市立図書館協議会委員の決定について、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

○教育長 

異議なしと認め、議案第２１号は原案のとおり承認することに決しました。 

 

〇教育長 

それでは次に、議案第２２号「五所川原市文化財保護審議会委員の決定について」、担当課より説明をお願いします。 

 

〇文化スポーツ課長 

議案第２２号 五所川原市文化財保護審議会委員の決定について、議案書を基に説明する。 

 

○教育長 

 只今の説明に、ご質問等ございませんでしょうか。 

 

〇丁子谷委員 

  みなさん、承諾したのですか。 

 

〇文化スポーツ課長 

  みなさんから内諾をいただいております。 

 

○教育長 

このことについて他に、何かご質問等ございませんでしょうか。 

 

（なしの声あり） 
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○教育長 

それでは、議案第２２号 五所川原市文化財保護審議会委員の決定について、原案のとおり承認することにご異議ございません

か。 

 

（異議なしの声あり） 

 

○教育長 

異議なしと認め、議案第２２号は原案のとおり承認することに決しました。 

 

〇教育長 

続きまして、議案第２３号「五所川原市教育支援委員会委員の決定について」、担当課より説明をお願いします。 

 

〇図書館長 

議案第２３号 五所川原市教育支援委員会委員の決定について、議案書を基に説明する。 

 

○教育長 

 只今の説明に、ご質問等ございませんでしょうか。 

 

（なしの声あり） 

 

○教育長 

それでは、議案第２３号 五所川原市教育支援委員会委員の決定について、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

○教育長 

異議なしと認め、議案第２３号は原案のとおり承認することに決しました。 
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◎報告事項 

〇教育長 

それでは次に日程第７、報告事項に入りますが、「旧毘沙門小学校の財産の引継ぎについて」、担当課より説明をお願いしま

す。 

 

〇教育総務課長 

  旧毘沙門小学校の財産の引継ぎについて、資料を基に説明する。 

 

〇教育長 

 只今の説明に、ご質問等ございませんでしょうか。 

 

〇丁子谷委員 

  当初、どこかの保育園に貸したり、他にもいろいろな経過があったらしいですけれど、それらの話はどうなったのですか。 

 

〇教育総務課長 

  以前、農業関連の倉庫として利用したいとの申し出があり、活用方法についていろいろと検討しましたが、建物が古く難しい

ため活用に至りませんでした。 

 

〇丁子谷委員 

  今は閉校時そのままの環境ですか。 

 

〇教育総務課長 

  現在は使用されておらず、中は空の状態です。 

 

○教育長 

このことについて他に、何かご質問等ございませんでしょうか。 

 

（なしの声あり） 
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◎その他 

〇教育長 

ないようですので、次に日程第８、その他に入りますが、「県費負担教職員の義務違反等に関する措置の状況について」、担

当より説明をお願いします。 

 

〇教育部長 

県費負担教職員の義務違反等に関する措置の状況について説明する。 

 

○教育長 

  只今の説明に、ご質問等ございませんでしょうか。 

 

  （なしの声あり） 

 

○教育長 

  それでは続いて、「問題行動で指導した児童生徒数と不登校の児童生徒数について」、担当課より説明をお願いします。 

 

○指導課長 

  問題行動で指導した児童生徒数と不登校の児童生徒数について、説明する。 

 

〇教育長 

  不登校が３日続いたら学級単位でも構わないのできめ細やかなアンケート調査をするようにし、この場合は学担でできるため

早めの対応をするよう学校側と指導課で連携し、そして管理職や学担が変わっても継続して対応できる体制づくりをお願いした

いと思います。 

只今の説明に、ご質問等ございませんでしょうか。 

 

  （なしの声あり） 
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〇教育長 

  それでは続いて、「走れメロスマラソン大会について」、担当課より説明をお願いします。 

 

○文化スポーツ課長 

  ５月２８日に開催される走れメロスマラソン大会の参加申込み人数について、説明する。 

 

○教育長 

  只今の説明に、ご質問等ございませんでしょうか。 

 

  （なしの声あり） 

 

〇教育長 

 ないようですが、他に「その他」として何かございませんでしょうか。 

 

〇教育総務課長 

  前回の定例会で質問された神官僧侶の収入認定について、学校評議員について、９０日を超える病気休暇について説明する。 

 

〇教育長 

  只今の説明に、ご質問等ございませんでしょうか。 

 

〇丁子谷委員 

  校長が先生方の主治医と面談することは難しいと聞いたことがあるのですが、いかがでしょうか。 

 

〇教育長 

  校長は学校の管理者ですので職員の健康管理もしており、このことについては本人の承諾を得ながら医者と話をすることもあ

ります。 

それではこのことについて他に、何かご質問等ございませんでしょうか。 
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（なしの声あり） 

 

○教育長 

ないようですので、これを持ちまして平成２９年五所川原市教育委員会第４回定例会を閉会いたします。 

 

                                               午後４時２０分閉会  
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署  名   

 

 

五所川原市教育委員会会議規則第１７条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

  平成２９年４月２７日 

 

 

 

  五所川原市教育委員会教育長      長 尾 孝 紀長 尾 孝 紀 

 

 

 

  五所川原市教育委員会委員                １番    阿 部 育 也阿 部 育 也 

 

 

 

  五所川原市教育委員会委員                ３番    木 村 吉 幸木 村 吉 幸 

 

 

 

  会議の書記 教育総務課長                      川 浪 生 郎川 浪 生 郎 


